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平成２７年１１月８日に多賀城市総合防災訓練が実施されました。
多賀城市上水道部では水道独自の様々な被害状況を想定した訓練を
実施し、安全・安心な水道水の供給体制を確認しました。
（写真)❶関係機関等と連携する市の災害対策本部
　　　❷刻々と変わる被害状況に対応する上水道部の災害対策本部
　　　❸市川配水池から給水車への補給
　　　❹給水車から非常用飲料水袋への給水

多賀城市上水道部広報紙
編集・発行 多賀城市上水道部
〒985-0873 多賀城市中央2丁目25-7
電話 022-368-1141（代表）
HPアドレス http://www.city.tagajo.miyagi.jp/
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　　（内線772・773）

主なお知らせ
●多賀城市水道事業会計のあらまし
●多賀城市新水道ビジョンを策定
　しました
●民間事業者と災害時応援に関す
　る協定を締結しました

10第 号

水を備蓄しましょう
災害により断水になった場合に備え、最低3日分の飲料

水を備蓄するよう心がけましょう。

また、飲料水とは別にトイレなどに使用する生活用水も

お風呂の残り湯などでためておきましょう。 １人１日３リットル（目安）

飲料水

❶ ❷

❸ ❹

いざという時に備えて
多賀城市総合防災訓練

計画期間
平成28年度～平成37年度多賀城市 水道ビジョン新

　多賀城市上水道部では、すべてのお客さまに安全・安心な水道水を安定して供給できるよう、水道事業全体の将来像
や課題への取組指針のロードマップとして「多賀城市新水道ビジョン」を策定しました。
　策定にあたっては、東日本大震災の経験や人口減少社会の到来など、水道事業を取り巻く環境の変化に対応するため
「安全・強靭・持続」をキーワードとしています。今回はその概要をご紹介します。
　なお、平成28年3月からは市のホームページに「多賀城市新水道ビジョン」の全文を掲載します。
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基本理念 未来を育むまち史都多賀城～安全で安定した水の供給～
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安 全
安全な水道水の供給

強 靭
災害に強い水道の構築

持 続
持続可能な水道運営

　すべてのお客さまに安全な水
道水を供給できるよう、徹底した
水質管理や鉛製給水管の早期
解消などに取り組みます。

　多賀城市新水道ビジョンの実現に向けて、定
期的に現状の再評価や計画の見直しなどを行う
こととしています。
　施策目標の実現に向け、ＰＤＣＡサイクルの手
法に基づきフォローアップを行います。

・鉛製給水管の計画的更新
・危機管理マニュアルの継続的
運用
・水源保全の啓発活動の充実

主な施策

　災害時の被害を最小限にとど
めるため施設を強靭化し、被害
があった場合においても迅速に
復旧できる水道を目指します。

・効率的な管路更新計画の検討
・広域化に向けた継続的な連携
の推進

主な施策

　将来、人口や水需要が減少し
た状況においても、健全かつ安
定的な事業運営ができるよう、
取り組みます。

・民間委託の積極的な活用によ
る経営基盤の強化
・職員の能力開発と組織の活性化
・広報の充実　

主な施策

基本方針に基づき、課題を解決するため26項目の具体的な施策を示しました。

目標の再設定
計画の見直し

事業の実施

実施事業の
点検・評価

ＡＣＴ(改善)

ＤＯ(実施)

ＣＨＥＣＫ(評価)
ＰＤＣＡ
サイクル

ＰＬＡＮ(計画)
目標の設定
計画の策定

～早期復旧を目指して～ 民間事業者と災害時応援に関する協定を締結しました



多賀城市水道事業会計のあらまし
　安全・安心な水道水を安定してお届けするために、お客さまからいただいた水道料金はどのようなことに使われたの

か、また、平成26年度はどのようにお金をやりくりしたのかご紹介します。

水道事業はお客さまからいただいた水道料金で支えられています

平成２６年度水道事業決算の状況

水道水を供給するための収入と支出
（収益的収支）

水道施設を整備するための収入と支出
（資本的収支）

　水道事業を運営する上で必要な費用のほとんどは、

お客さまからいただいた水道料金の収入でまかなっ

ています。このようなしくみを「独立採算制」といいます。

　お客さまからいただいた水道料金は、安全・安心

な水道水を安定的に供給できるよう、受水費や運営

管理費などにあてられています。

平成26年度に実施した主な事業 水道料金の使い道は・・・

・収益的支出で一番多くの割合を占めているのは受水費
(Q１参照)で、そのほか運営管理費(人件費や料金収納に

係る経費、水をきれいにするための経費など)や減価償却
費(Q２参照)などがあります。
・収益的収入から収益的支出を差し引いた額がプラスの

場合は純利益となります。これは水道施設の整備・改良や

企業債（Q３参照）の返済などのために積み立てられ、も
う一つのお財布である資本的収支で生じた不足を補うた

めなどに使われます。

・末の松山浄水場他運転管理等包括業

務に約1億2,800万円、漏水調査業務、

残留塩素測定業務、修繕受付業務など

に約1,900万円を要しました。

・多賀城市新水道ビジョン策定業務委託に約1,700万円

を要しました。

・水道施設の維持管理に

係る修繕に約2,000万円

を要しました。主なものは

公道内の漏水修繕です。

・老朽管更新工事及び耐震化工事で、配

水管を延べ3,593ｍ布設し4億1,500万

円を要しました。

　水道料金収入(給水収益)は、平成25年度に比べて約

270万円減少しましたが、新田浄水場跡地の売却による収

入などの増加により、純利益２億5,600万円となりました。

　利益は、資本的収支の収入不足分等に備えて積み立て

られます。

　水道管や施設の整備費用が平成25年度に比べて約３億

4,900万円増加しました。これは平成25年度に予定してい

た工事を平成26年度に繰り越して行ったことによるもので

す。収入が不足する3億8,800万円は、これまで積み立てた

利益などにより補っています。

水道事業会計には「収益的収支」と「資本的収支」という二つの枠組み ( お財布 ) があります。

収益的収支は、安全・安心な水道水をつくり送り届けるための収入 ( 財源 )と支出 ( 経費 )です。

収入の主なものは、お客さまからいただいた水道料金や加入金で、支出の主なものは受水費や運営管理費です。

資本的収支は、安定して水道水を供給できるように水道施設を整備するための収入 ( 財源 )と支出 ( 経費 )です。

収入の主なものは企業債 ( 借入金 )で、支出の主なものは水道管や施設の整備費です。

お客さま

水道事業水道料金のお支払い

※消費税等抜き ※消費税等込み

収入
21億3,200万円

収入
4億7,900万円

支出
18億7,600万円

支出
8億6,700万円

水道料金
15億9,500万円

加入金など
5億3,700万円

純利益
2億5,600万円

減価償却費
3億600万円

借入金の
支払利息
8,100万円

受水費
7億6,000万円

運営管理にかかる費用
7億2,900万円

補助金など
1億4,200万円

企業債(借入金)
3億3,700万円

収入が不足する額
3億8,800万円

企業債(借入金)の返済
3億5,600万円

水道管や施設の整備費用
5億1,100万円

ちょこっと解説・水道事業会計

・資本的支出の内訳は水道管や施設の整備費用と、企業債

の返済などです。

・資本的収支の不足額は、収益的収支などで補います。

A.水を購入した費用のことよ。
多賀城市にはダムなどの水源がほとんどなく、
皆さんに供給している水道水の約９８％を宮
城県と仙台市から購入しているの。

例えば
一箇月、4,903円お支払い
　　　　　　　　いただいた場合の使い道は・・

2,179円

1,271円

863円

227円
363円

4,903円水道料金水道メーター
20ｍｍ口径
一箇月20㎥使用
した場合の料金

内訳
基本料金　1,840円
従量料金　2,700円
消費税等　　363円
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　水道料金の収入だけでは費用全体をまかなうことができな

いため、残りの運営管理費等は加入金などその他の収入でま

かなっています。

宮城県と仙台市からの
水の購入費用

約48％

企業債などにかかる
支払利息 約5％

料金の収納や水をきれいに
するための運営管理費用等
の一部 約28％
減価償却費

約19％

消費税等

●収益的収支●

●資本的収支●

委託関係

水道施設

修繕関係

維持管理

建設投資

・浄水場、配水池等の設

備更新等に9,400万円

を要しました。

多賀城市上水道マスコットキャラクター
TAGAちゃんとJYOくん

水道水を安全・安定的
にお届け

Q1. 受水費ってなぁに？

Q2. 減価償却費ってなぁに？
A.水道管などの償却資産の取得に要した経費
を、会計ルールに従い、毎事業年度に計上す
る費用なの。算定については、時間の経過と
ともに価値が減少する分を計上するのよ。

Q3. 企業債ってなぁに？
A.水道管や施設の整備を行う資金として、国な
どから借り入れているお金のことで、いわゆ
る借金なの。借金だから毎年計画的に返済し
ているんだけど、平成２６年度末時点で約37
億3,800万円が残っているのよ。


